


 

た新型コロナウイルス感染症などの社会経済情勢等の影響を踏まえ保

険料率の改定を見送った等の要因により、最終年度の令和５年度末に

おいても、赤字繰入が解消できない見込みです。  

  また、今後の見込みでは現行の保険料率を維持した場合、被保険者

数の減少により保険料収入は更に減少し、事業費納付金は不透明な状

況ではありますが、赤字繰入額は増加又は一定規模維持される見込み

です。  

さらに、千葉県が県内市町村単位で令和１２年度に赤字繰入解消、

令和１２年度以降の保険料完全統一を目指している中、現行の保険料

率と県が示す市町村標準保険料率に乖離が生じている状況です。  

これらのことから、今後、段階的に本市の保険料率と市町村標準保

険料率の乖離を是正し、赤字繰入削減・解消を進めていくことは避け

られない状況であり、そのために「赤字繰入削減・解消のための適切

な保険料率の設定」を方針として定めた「流山市国民健康保険第２期

事業財政健全化計画」は適切な計画であるとの結論に達しました。  

 

３  付帯意見  

「流山市国民健康保険第２期事業財政健全化計画」の策定に当た

り、協議会として以下の意見を申し添えます。  

（１）流山市の保険料の現状や財政状況から保険料率の見直しが必要で

あることは理解しました。しかし、物価高騰等の社会経済情勢や年

金収入で暮らしている方への影響など被保険者の負担感を考慮し、

急激な負担増となることのないように十分に配慮してください。  

（２）保険料率見直しの際は、改めて詳細な現状分析等を示し、様々な

視点から公平・公正を担保した適切な保険料水準について検討して

ください。  

（３）保険料負担の公平・公正をさらに図るため、引き続き適切な滞納

整理等に努めるとともに、より納付しやすい環境を整備し、収納率

向上に努めてください。  

（４）令和８年度の中間見直しの際は各種数値の動向を十分に再検証し、

国民健康保険財政の健全化が手遅れとなり制度の破綻を招かぬよう

留意してください。  


